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	福島市立もりあい認定こども園
	こども誰でも通園制度とは
	すべてのこどもの育ちを応援するとともに、保護者の働き方やライフスタイルに関わらず、子育て家庭を支えることを目的とした制度です。

	概要
	利用時間
	月曜日～金曜日　９時～17時　 土、日、祝祭日、年末年始（１２月２９日～翌年１月３日）を除く

	利用期間
	1人あたり　　月10時間以内 予約は１時間からできます（以降３０分単位）

	❶0歳6か月～満3歳未満の児童
	❷下記の施設に通園していない児童 　　認可保育施設（保育所・認定こども園・小規模保育施設・　事業 　　所内保育施設）、 企業主導型保育施設、幼稚園 ※医療的ケアが必要なお子さんは、ご利用できません。
	３歳の誕生日の前々日まで利用可能
	対象児童
	7名 ０歳児２名、１歳児２名、２歳児３名

	利用定員
	利用料金
	食事
	1時間以内　300円 1時間を超える利用は30分につき150円 ※生活保護を受給している世帯は、1時間につき300円減額します ※市町村民税所得割額の合算額が7万7,101円未満の世帯、市町村が支援を 必要と認めた世帯は、1時間につき200円減額します


	11時～12時の利用で、昼食を提供します　 15時～16時の利用で、おやつを提供します

	利用登録について詳しくはこちらから→
	キャンセルポリシー


